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■保険者の信頼と満足をいただけることを第一と考える。 

■保険者の期待に応える、質と価値の高いサービスを提供する。 

基 本 理 念 
。 

行 動 基 準 
。 

■私達は、常に工夫と改善を行い、質とコストを追求した

サービスの提供に努めます。 
 

■私達は、専門機関としての、強い自覚と責任感をもって

業務遂行し、日々、知識と能力の向上に努めます。 

 

■私達は、法令を遵守し、高い倫理感をもって行動します。 
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第１ 計画の趣旨 

国民健康保険は制度創設以来、国民皆保険の中核として地域医療の確保や地域

住民の健康の維持増進に大きく貢献してきたが、他の保険制度と比べて中高年齢

者や低所得者が多く加入し、医療の高度化等により医療費が増加する一方、被保

険者の所得水準が低く保険税の負担率が高いという構造的な問題を抱えていた

ため、平成３０年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となった。 

これにより、安定的な財政運営や効率的な事業運営など中心的な役割を担う新

たな国民健康保険制度が施行されたが、医療の高度化による医療費の増加や団塊

世代の後期高齢者への移行による被保険者数の減少により、事業運営は引き続き

厳しい状況である中で、国民健康保険は安定的な運営が求められている。 

    国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）を取り巻く状況とし

ては、令和３年３月末に策定された「審査支払機能に関する改革工程表」に基づ

き、社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。）と国民健康保険中

央会（以下「国保中央会」という。）では、審査基準の統一化、審査支払システ

ムの共同開発・共同利用を推進しているところであり、国保総合システムを始め

とする全国標準システムを順次クラウド化することで進めている。 

国においては、オンライン資格確認の原則義務化を始めとする医療ＤＸの推進

や健康保険証とマイナンバーカードの一体化による令和６年秋の被保険者証廃

止に向け、審査支払機関も必要な対応が求められている。 

このような環境の変化に対応するため、国保連合会・国保中央会では中長期的

な視野に立った今後のあり方を示すものとして、令和５年３月末に「国保連合会・

国保中央会のめざす方向２０２３」を新たに取りまとめ公表した。 

本会においても、国民健康保険事業の更なる安定運営への寄与、行政システム

の標準化に伴う業務支援の要請に迅速、的確に対応し、保険者を始めとした関係

機関と長期的・継続的な信頼関係の構築及び質と価値の高いサービスの提供を引

き続き実現していくには、これらに対応できる「将来の人員・財政計画」を示し、

「継続的な業務改善」及び「健全な組織運営」を推進していく必要があるため、

これまで取り組んできた経営計画※の後継版として、第５次中期経営計画を策定

する。 

  

 ※第１次中期運営計画（平成２１年度～平成２３年度） 

  第２次中期運営計画（平成２４年度～平成２７年度）  

  第３次中期運営計画（平成２８年度～令和元年度）  

  第４次中期経営計画（令和２年度～令和５年度）  

  ＊第４次から人員計画及び財政計画を加え、中期経営計画として改称 

 

第２ 計画の期間 

   本計画の計画期間は、中期的な計画を示すものであることから、令和６年度か

ら令和９年度までの４か年とする。 
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第３ 提供サービスの質の向上、顧客満足度の向上 

３－１ 審査支払業務の充実・高度化の推進 

３－１－１ 審査の充実・強化 

【現状と課題】 

国保連合会は、令和３年３月に策定された「審査支払機能に関する改革工程表」に

基づき、審査基準の統一化や審査支払システムの支払基金との共同開発・共同利用を

国保中央会とともに推進することとしており、同工程表の遂行に当たっては、審査支

払業務の更なる充実・高度化が求められる。 

   また、令和５年３月に厚生労働省において取りまとめられた「オンライン請求の割

合を１００％に近づけていくためのロードマップ」により、令和６年９月末までに全

てのオンライン資格確認導入済み機関がオンライン請求に移行することとなり、審査

支払機関においても同月をもって紙返戻を廃止することが示された。更に、令和６年

７月から訪問看護療養費のオンライン請求が開始され、柔道整復療養費及び、あん摩

マッサージ指圧、はり・きゅう療養費についてもオンライン請求の検討が厚生労働省

において進められ、各種レセプト関連業務のＤＸ化が加速していく。 

 

【目  標】 

（１）「審査支払機能に関する改革工程表」を踏まえた審査支払業務の充実・高度化を 

推進する。 

（２）オンライン請求を推進する。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

（１）「審査支払機能に関する改革工程表」を踏まえた審査支払業務の充実・高度化の 

推進 

     ① 審査基準及びコンピュータチェックの全国統一の推進とＩＣＴの最大限の活用 

審査委員会と連携のもと、支払基金との審査基準の統一化を進め、審査領域

の共同利用の実現化を目指す。 

       また、コンピュータチェックに適切に対応するための補助ツールや、審査結

果の差異を解消するための可視化レポーティングなど、ＩＣＴを最大限に活用

する。 

     ② 支払基金と国保連合会の審査委員の併任 

      審査委員改選期において、両機関の審査委員の中から併任可能な審査委員を

順次委嘱する。また、円滑に進むよう継続的に検討する。 

     ③ 職員の資質向上 

       審査支払業務の充実・高度化を推進する上で、職員の資質向上は必要不可欠

であることから、審査委員を講師とした専門研修のほか、国保中央会から提供

される研修資材を基に職員を講師とした研修を実施し、職員全体の審査支払業

務に対する知識・遂行力を高める。 

     ④ 支払基金との審査領域の共同開発・共同利用の実現に向けた準備 

       今後予定されている支払基金との審査領域の共同開発・共同利用について、

円滑に実施できるよう運用体制の検討など準備を進める。 
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 （２）オンライン請求の推進 

    令和６年７月から開始される訪問看護療養費のオンライン請求については、本

会業務の効率化が見込まれることから、積極的にオンライン請求化を推進する。 

    柔道整復療養費やあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費のオンライン請

求化については、国の動向を注視しつつ、関係機関と情報共有しながら実現に向

けた取組を推進する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査支払業務の充実・高度化の推進スケジュール

項番

1

2
改
選

改
選

3

4

訪問看護療養費オンライン
請求開始

柔整、あはきオンライン
請求に係る調査、研究

令和９年度

支払基金と国保連合会の審査委員の併任

職員の資質向上

支払基金との審査領域の共同開発・共同利用の実現
に向けた準備

5 オンライン請求の推進

審査基準及びコンピュータチェックの全国統一の推
進とＩＣＴの最大限の活用

取組内容 令和６年度 令和７年度 令和８年度

７月～
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３－１－２ 各種システム更改への対応 

【現状と課題】 

（１）国保総合システムを始め、国保中央会が開発し、全国の国保連合会が使用して

いるシステム（以下「標準システム」という。）については、クラウド化が進んで

おり、今後もシステム更改のタイミングでのクラウド化が予定されている。 

（２）本会で独自に構築している標準システムの外付けシステム（以下「外付けシス

テム」という。）は、現時点において、全てオンプレミスで運用しているが、クラ

ウド化について検討する必要がある。 

（３）支払基金と国保中央会・国保連合会のシステムの整合的かつ効率的な在り方の

実現に向けた工程表に基づき、令和６年４月から受付領域の共同利用化が実現さ

れたところであるが、今後予定されている審査領域及び支払領域の共同利用化や、

運用コスト削減を目指した国保総合システムの最適化にも確実に対応する必要が

ある。 

 

【目  標】 

（１）クラウド化するシステムについては、クラウド化のメリットを最大限活かせる

よう運用を考慮し、コスト削減に努める。 

     また、併せてシステム運用を可能な限り標準化し、外付けシステムでの対応を

スリム化し、コスト削減に努める。 

（２）セキュリティの確保を前提に、利便性や費用対効果を十分検証の上、外付けシ

ステムのクラウド化を推進する。 

  （３）支払基金との審査領域等共同利用化に確実に対応し、審査の質の向上や、２つ

の審査支払機関のシステムの整合的かつ効率的な在り方の実現に繋げるとともに、

システムの最適化にも柔軟に対応する。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

（１）クラウド化に伴うコスト削減 

    標準システムについては、単純にクラウド化するだけではなく、業務改善の機

会と捉え、スケジュールや処理方法等について徹底的に見直し、システム運用の

効率化を図る。その際に、現在外付けシステムを使用している処理について、標

準システムでの対応の可否や外付けシステムで実施した場合の費用対効果等を十

分に検証し、可能な限り標準化することにより、コスト削減に努める。  

  （２）外付けシステムのクラウド化促進 

     外付けシステムをクラウド化する場合は、セキュリティを確保することを前提

に、初期費用だけでなく、標準システム更改への対応、ＯＳやＤＢ管理ソフト等

の変更など、今後想定される変化への対応を考慮し、ＳａａＳ※１、ＰａａＳ※２、 

ＩａａＳ※３等どの利用形態でクラウド化すべきかを十分に検討する。 

選択肢として、オンプレミスによる運用を継続することも含め、総合的に判断

する。 

  （３）審査領域等共同利用化とシステム最適化への対応 

支払基金との審査領域等共同利用化や国保総合システムの最適化については、

システム的に非常に大きな変更となることが想定されるが、システム運用や他の
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連携するシステムへの影響、審査業務への影響を踏まえた上で見直しを実施し、

審査の質の向上及びシステムの整合的かつ効率的な在り方の実現に繋げる。  

 

 

   
  ※１ SaaS…「Software as a Service」の略語で、アプリケーションや 

ソフトウェアを提供するクラウドサービス。  

  ※２ PaaS…「Platform as a Service」の略語で、開発環境等を提供す 

るクラウドサービス。 

  ※３ IaaS…「Infrastructure as a Service」の略語で、サーバやネット 

ワークなどのインフラを提供するクラウドサービス。  
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３－２ 保険者事務共同電算処理事業の推進 

【現状と課題】 

（１）本会が保険者事務共同電算処理事業（以下「共同電算処理」という。）として実施

している処理の中で、保険者が本会に委託せず、自庁システムにより個別対応して

いる処理がある。 

（２）「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」においては、国民健康保険・

後期高齢者医療・介護保険・障害者福祉を含む２０分野で自治体システムの標準化

がガバメントクラウドを活用して進められることとなり、本会においても、それを

踏まえた対応を求められることが想定される。 

（３）国保中央会において、国保総合システム保険者サービス系機能（以下「保サ系機

能」という。）と市町村の標準準拠システム給付機能について、機能が重複しており、

保サ系機能の見直しが検討されている。 

 

【目  標】 

（１）より多くの保険者から委託されるよう、事業を整備し、スケールメリットを活か

して保険者のコスト削減に貢献する。 

（２）市町村がガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへ移行した際に、円滑

に事業が継続できるよう体制を整える。 

 （３）共同電算処理として、継続して保険者支援を行えるよう、今後の保サ系機能の見

直しの動向を注視し、柔軟に対応する。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

（１）共同電算処理の見直し 

   本会の共同電算処理の中で、全ての保険者から委託されていないメニューについ

て、原因を調査・分析し、より多くの保険者に委託されるよう改善する。  

   また、本会に委託することで、コスト削減や事務負担の軽減に繋がる等、付加価

値の高いサービスを提供する。 

   更に、現在提供しているメニュー以外に、多くの保険者が必要とするもので、本

会で管理しているデータを活用することにより保険者負担が軽減できるものがない

か調査し、新たな共同電算処理として提案する。 

 （２）市町村が活用する標準準拠システムへの対応 

市町村の標準準拠システムへの移行が円滑に行えるよう、本会においても仕様を

確認し、本会から提供するデータや帳票の活用方法等について調査する。【令和７年

度終了】 

また、今まで自庁システムで対応していたが、システムの標準化により対応でき

ない処理が発生する場合が想定されるため、そのような処理を調査し、本会で実施

することにより保険者負担の軽減に繋がるよう検討する。 

標準準拠システム移行後も、市町村における国保業務が円滑に遂行できるよう、

国保総合システムなどの標準システムの安定稼働に努める。 

また、標準システムの仕様変更が生じる際には調査し、市町村業務に影響する場

合は速やかに情報を提供する。 
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 （３）保サ系機能見直しへの対応 

保サ系機能と標準準拠システムの給付機能が重複しており、国保中央会において

保サ系機能の見直しが検討されている。今後、どのように見直しされるか動向を注

視し、可能な限り保険者の負担増にならないよう対応する。 
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３－３ 第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業の充実・強化  

【現状と課題】 

本来保険者で負担する必要のない交通事故等の第三者行為に係る医療費・介護費を求

償することは、保険者が行う医療費・介護費の適正化対策において非常に有効である。 

一方、第三者行為損害賠償求償事務（以下「求償事務」という。）は、専門的な知識を

得た上で着実に取り組む必要があり、非常に労力を要するものであることから第三者行

為損害賠償求償事務共同処理事業にて引き続き保険者を支援する必要がある。 

また、ペット咬傷や食中毒など個人賠償責任保険等の加入がない第三者への直接求償

や新規求償案件の掘り起こしについても国の指針や制度改正の動向等を踏まえつつ共同

処理事業の一環として充実・強化を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

【目  標】 

保険者における新たな求償案件の掘り起こしや抱えている問題などに対し、求償額の

確実な回収に繋がるような支援を積極的に行う。 

また、近年は人身事故件数が減少傾向にあるが、積極的な掘り起しを行い求償額の年

４億５千万円超を目標とする。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

① 巡回訪問の継続実施 

新たな求償案件の掘り起こし方法、担当者が抱える問題に対する助言など、保険

者における円滑な求償事務を支援するため、保険者への巡回訪問を継続して実施す

る。 
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 求償額（受領）は、年度単位。 
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② 保険者職員向け研修会の充実 

研修会の開催に当たっては、求償事務の専門性を考慮し、初任者に対し解りやす

い内容となるよう努めるとともに、求償事例の紹介や専門講師による講演など、実

践的な知識も習得できるよう研修内容の充実を図る。 

③ 直接求償事務の適正な対応 

直接求償は、加害者との直接交渉が大半であり求償額の確実な回収が困難な案件

が多い。そのため、保険者と連携を図りながら適正に対応できるよう努める。 

④ 求償システム機器更改（クラウド化）への対応と事務の充実・強化 

令和８年度は求償システム機器の耐用年数を迎えるため、同年１０月に機器更改 

（クラウド化）を行う。当該機器は、オンプレミスをクラウド化するだけでなく、

機能面の変更も多々あることから新旧システムの比較検証を十分に行い、継続した 

安定運用、更には事務の充実・強化が図れるよう対応する。  
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３－４ 県、市町村及び後期高齢者医療広域連合との連携強化 

 ３－４－１ 県及び市町村との連携強化 

【現状と課題】 

本県では、保険者相互間の事業運営上の諸問題について情報交換等を行い事業の健

全なる運営の向上を図ることを目的として昭和３５年度に「群馬県国民健康保険研究

協議会」（以下「国保研究協議会」という。）を設置しており、長年にわたり本会が事

務局を担ってきた。 

その一方、平成３０年度からの国民健康保険制度改革に伴い、県は平成２７年度に

「群馬県市町村国民健康保険連携会議」（以下「国保連携会議」という。）を設置する

とともに、国民健康保険制度の安定的な運営を目的として、保険税水準の統一に向け

た被保険者間の公平性確保における意見交換や意見調整等を行うこととなった。 

国からは財政運営の都道府県化の深化を図ることや国保のデジタル化推進が示され、

県、市町村及び本会は連携を強化して推進していく必要がある。 

 

【目  標】 

市町村が制度改正や国保のデジタル化推進など取り巻く環境の変化に対応できるよ

う、継続的に情報提供や意見交換を行い、さらに充実した国保研究協議会を目指す。 

また、国保研究協議会での結果は必要に応じて国保連携会議での協議に繋げるとと

もに、要請による事務レベルでの意見交換や各部会と連絡し、県及び市町村との連携

を強化する。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

① 令和５年６月に健康保険証を廃止してマイナンバーカードに一体化する改正法

が成立し、令和６年１２月２日、健康保険証の新規発行が終了となりマイナ保険

証を基本とした仕組みに移行した。市町村では、マイナ保険証を利用できない人

への「資格確認書」の交付など、新たな運用へ対応している。国保研究協議会に

おいては、課題や懸案に対する調査・検討を行い、円滑な運用ができるように取

り組む。 

② 国から求められている市町村の標準準拠システムへの移行など、対応が求めら

れている事業については、国保研究協議会各専門委員会を活用して情報提供や意

見交換を行い、必要に応じて各部会とも連携を図る。【令和７年度終了】 

③ 令和１５年に実施目標である保険税水準の統一に向けた国民健康保険関係事務

の統一について、本会で実施している共同電算処理等における情報の提供を積極

的に行い、国保連携会議において県及び市町村と連携を強化し、必要に応じて国

保研究協議会各専門委員会による検討を実施する。 
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国保研究協議会と国保連携会議の概要と相関 

 国 保 研 究 協 議 会 国 保 連 携 会 議 

目  的 

国民健康保険に関する保険者相互間の事

業運営上の諸問題について情報の交換を

行い、その実務を専門的に調査研究し、

事業の健全なる運営の向上を図ることを

目的とする。 

国民健康保険制度を安定的に運営して

いくため、群馬県、群馬県内市町村及び

群馬県国保連合会相互の連携が重要で

あり、意見交換や意見調整を行う。 

代  表 
代表幹事（市町村国保主管課長《互選》） 会長（群馬県国保医療課長） 

事 務 局 
群馬県国保連合会 群馬県 

構 成 員 

群馬県国保医療課担当者、 

市町村国保担当係長又は国保担当者等 

群馬県国保医療課長、 

市町村国保主管課長及び事務担当者、 

国保連合会事務局長及び担当課長等 

委 員 会 

・部  会 

財政・税(料)委員会 

・国保財政に関すること 

・国保税に関すること 

 

給付委員会 

・給付に関すること 

 

広報活動推進委員会 

・広報に関すること 

 

保健事業推進委員会 

・保健事業の推進に関すること 
 

財政運営部会 

・保険税水準の統一 

・納付金・標準保険料率の算定方法 
・標準保険料の算定方法 
・財政安定化基金の運用 など 

事業運営部会  

・保険給付の適正化 
・事務処理の標準化 
・共同事務処理の推進  など 

保健事業部会 

・データヘルス計画を活用した保健事業の 

推進 
・特定健康診査受診率・特定保健指導実施 

率の向上 

・糖尿病重症化予防 など 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

会議からの要請による事務レベルの意見交換  

必要に応じて各部会との調整・連絡  
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３－４－２ 後期高齢者医療広域連合との連携強化 

【現状と課題】 

本会では、後期高齢者医療制度の創設以来、群馬県後期高齢者医療広域連合（以下

「広域連合」という。）が行う各種業務の一部を事務代行等業務として受託し、広域連

合が行う業務の負担軽減に努めてきた。 

度重なる制度改正等の影響により業務が複雑化していること、後期高齢者の増加等

により業務量が年々増加していることから、広域連合の業務負担軽減に繋げられるよ

うに連携を強化し、引き続き事務代行等業務の支援を充実させることが求められてい

る。 

事務代行等業務の範囲（令和８年４月１日現在） 

 

 

 

【目  標】 

広域連合との連携を強化し、事務代行等業務の支援を更に充実させる。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

① 現在実施している各種事務代行等業務において、制度改正等による変更が生じ

た際も的確に遅滞なく遂行できるよう、広域連合と連携を図りながら支援の充実

を図る。 

② 広域連合と連携を図っていく中で本会が業務を受託することで広域連合の業務

負担軽減及び業務効率化に繋がる案件が生じた場合は、人員体制や費用対効果等

を勘案の上、実現に向けた対応を行う。 

 

 

 

 

業  務  名 

診療報酬明細書等の資格・給付確認事務 

レセプト等の画像データ作成 

支払データの作成 

疾病分類統計表の作成 

高額医療・高額介護合算処理に係るデータ作成処理 

レセプト保管及び破棄 

過誤・再審査請求等処理 

高額療養費支給等処理 

高額介護合算療養費支給等処理 

葬祭費支給等処理 

レセプト二次点検業務 

保健事業に関する業務 

その他、広域連合が必要とする事務に関する業務 
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３－５ 保険者ニーズに対応した各種事業の実施 

３－５－１ 事務処理の標準化及び共同処理の推進等に繋がる支援の充実・強化

【現状と課題】 

事務処理の標準化及び共同処理の推進については、県が、国民健康保険の運営に関

する統一的な方針として策定した「群馬県国民健康保険運営方針」に位置付けられて

おり、現在、国保連携会議において、県及び市町村等が意見交換や意見調整を進めて

いるところである。 

本会は国保連携会議の構成員でもあるため、保険者の共同目的達成機関として積

極的に関わっていく必要がある。  

 

【目  標】 

国保連携会議に積極的に関わり、事務処理の標準化及び共同処理の推進に向けた支

援を充実させる。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

① 本会が共同事務処理を実施することにより、市町村の事務負担やコストの軽減、

事務処理の標準化に繋がる事案が発生した場合、実現に向けて調整・検討を行い、

費用対効果も勘案した上で新たな支援事業を実施する。  

② 制度改正及び様式変更等に伴う広報チラシの作成等、本会が県内共通の様式に

て共同印刷することにより、事務処理の広域化及び市町村の費用負担の削減が見

込まれる広報事業を実施する。 
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３－５－２ 効果的・効率的なレセプト二次点検業務の実施 

【現状と課題】 

近年、国保被保険者数は減少を続けているが、医療技術の高度化や高齢化により、

一人当たりの医療費は高い水準であり、保険者の国民健康保険財政は依然として厳

しい状況である。保険者は国民健康保険財政の安定化のため、医療費適正化対策の推

進が求められており、本会としても保険者のレセプト点検に対する支援を継続する

必要がある。 

 

【目  標】 

本会で委託保険者に対して実施しているレセプト二次点検業務における点検内容及

び点検項目を充実させるとともに、業務を拡大する。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

① レセプト二次点検業務において、機械チェックの精度を高め、縦覧点検・横覧

点検・突合点検等を充実させるとともに、一次審査とは異なる新たな点検内容及

び点検項目を開拓していく。 

② 令和６年７月から開始された訪問看護療養費のオンライン請求を踏まえ、より

効果的・効率的な訪問看護療養費の二次点検を実施する。 

③ 保険税水準の統一化に向けた国民健康保険事務の統一の検討が進められる中、

レセプト二次点検業務も国保連携会議での検討の主旨に沿い、更に保険者のニー

ズに応えられる業務となるよう拡大等について検討する。 
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３－５－３ 収納率向上に向けた既存事業の見直し及び新たな収納対策の実施 

【現状と課題】 

本会では、保険者の国保税収納率向上に向け、県との共催により国保税収納率向上

アドバイザー派遣事業及び国保税収納率向上対策研修会を実施しているが、アドバイ

ザー派遣事業については希望市町村が限定的な状況にある。 

しかし、令和９年度の保険税率準統一に向け、令和６年度から収納率向上取組推進

期間としており、県全体として収納率の底上げを図るため、収納率向上に向けた効果

的な支援が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目  標】 

県及び市町村と連携して、保険税率準統一に向けた効果的な収納率向上対策を実施

し、保険者の収納率向上に繋げる。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

① 国保税収納率向上アドバイザー派遣事業及び国保税収納率向上対策研修会につ

いて、他都道府県国保連合会の事例及び市町村の意向等を踏まえ、共催先である

県を含めて調整した上で、より効果的な事業となるよう見直しを行う。  

② 外国人向けの収納対策及び口座振替の促進に向けた取組など、収納率目標の達

成に効果的な対策を国保研究協議会の専門委員会等に提案し、検討を行った上で

実効性が見込まれるものから実施する。 

 

 

 

 

群馬県及び全国の収納率推移（市町村国保・現年度分） 

【資料：「群馬県国民健康保険事業状況」を基に作成】 
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既存事業の見直し及び新たな収納対策の実施 

○他都道府県国保連合会の事例調査 

○市町村の意向確認 

・国保研究協議会専門委員会での意見交換 

 ・市町村への意見照会 

具体的な実施内容について県と調整 

○既存事業の見直し 

○新たな収納対策の実施 

※実施できるものから随時開始 
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３－５－４ 予防接種事務のデジタル化への対応 

【現状と課題】 

本会では、風しん抗体検査等費用請求支払業務、新型コロナウイルスワクチン接種費用

請求支払業務等、国・県・市町村からの要請を受けて、各種予防接種業務を実施してきた。  

国保中央会は厚生労働省からの依頼に基づき、予防接種の接種記録情報・予診情報の管

理を行うためのシステムを開発し、全国の自治体においては令和８年６月から順次稼働を

開始するため、本会においても県内自治体の導入状況に応じて円滑な事業の実施が求めら

れる。 

 

【目 標】 

定期の予防接種等の費用に係る請求支払業務の円滑な業務遂行に向けた各種準備を的確

に実施する。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

国の動向や国保中央会によるシステム開発等の状況、県内自治体の予防接種デジタル化

への移行状況等を的確に把握し、業務規模、業務スケジュール及び運用方法等を調査研究

するとともに、円滑に業務が開始できるよう体制を構築する。また、関係機関からの照会

等に迅速に対応できるよう課題や懸案事項を整理する。  

 

○予防接種事務のデジタル化等（イメージ図）  

【資料：「令和６年度第１回予防接種に関する自治体説明会」資料より】  
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３－６  保健事業支援の充実・強化 

 ３－６－１ 国保・後期高齢者ヘルスサポート事業の実施による保険者支援 

【現状と課題】 

保険者は、健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的

な保健事業の実施を図るため、保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定し、

保健事業の実施評価を行うこととされており、第２期データヘルス計画の評価を踏ま

え、令和６年度からは第３期データヘルス計画（令和６年度～令和１１年度）を実施

する。 

本会では、県によるデータヘルス計画の標準化を踏まえた策定支援事業に取り組ん

でおり、今後も保険者における計画の企画・実施、見直し及び評価について積極的に

支援していく必要がある。 

 

データヘルスに関連する法定計画の今後の行程 

 

 

 

【目  標】 

保険者のデータヘルス計画の企画・実施、見直し及び評価について、保健事業支援・

評価委員会等を活用して積極的に支援する。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

① 保険者のデータヘルス計画の円滑な推進を支援するために設置した保健事業支

援・評価委員会においては、データヘルス計画の見直し及び評価への支援を継続

して実施する。また、併せて保険者個別の保健事業に対する支援並びに評価も実

【資料：「国保・後期高齢者ヘルスサポート事業ガイドライン」から抜粋、加工】 
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施する。 
② 保険者の実施する保健事業（糖尿病性腎臓病重症化予防事業、重複服薬対策事

業等）を支援するため、国保データベースシステム（以下「ＫＤＢシステム」と

いう。）を活用したデータの抽出を行うとともに、県と連携を図り必要な分析デー

タ及び帳票等を適宜保険者等へ提供する。また、保険者がＫＤＢシステムを有効

活用できるよう、実機を使用した研修会の開催や、訪問支援を行うことで、保険

者個々の状況に応じた操作方法や活用事例を直接説明する支援を継続して行う。 

③ 他部署、他職種（保健師等）との連携を視野に入れつつ関係機関と協働しなが

ら、保険者ニーズに応じた研修会を実施する。  

④ 住民に対する健康づくりや健康相談等を在宅保健師「さちの会」のマンパワー

を活用して実施し、保険者における保健活動を継続して支援する。  

 

国保・後期高齢者ヘルスサポート事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：「国保・後期高齢者ヘルスサポート事業ガイドライン」】 

○ 都道府県国保ヘルスアップ支援事業の全て、市町村ヘルスアップ事業の一部及び高齢者の保健事業と介護予防の

一体的実施の一部については、保健事業支援・評価委員会等から評価を受けることが交付要件となっている。 
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 ３－６－２ 特定健康診査・特定保健指導の実施率向上支援 

【現状と課題】 

県の特定健康診査・特定保健指導（以下「特定健診等」という。）目標実施率は、

群馬県医療費適正化計画（令和６年度～令和１１年度）において、特定健康診査７

０％以上、特定保健指導４５％以上とされていることから、その目標に向けて実施率

を向上させるため、効果的かつ効率的な支援事業を実施する必要がある。 

 

 

特定健診等実施率の状況 

 

※ 実施率については、市町村国保の平均値。（法定報告の数値） 

※ 令和６年度全国の実施率については未発表。 

 

【目  標】 

特定健診等の実施率向上のための支援事業を継続して行い、県全体の底上げを目指

す。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

① 特定健診等の実施率向上を支援するため、特定健診受診率向上支援事業、特定

保健指導利用勧奨事業等の保険者ニーズに応じた支援事業を継続して実施する。  

また、後期高齢者の健診についても、受診率向上の取組を支援する。  

② 国保連携会議で保険税水準の統一と併せて検討されている保健事業の統一に向

けて県の取り組みを支援するため、本会で保有している特定健診関係の情報提供

を積極的に行うとともに、必要に応じた検討を行う。 
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３－６－３ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施への支援  

【現状と課題】 

市町村においては、令和２年４月に施行された「医療保険制度の適正かつ効率的な

運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」により、高齢者の特性である

フレイル※状態になりやすいという課題に対応したきめ細やかな保健事業の実施が求

められていることから、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」への支援を行

っていく必要がある。 

 

【目  標】 

ＫＤＢシステムを用いてデータの抽出・分析を行う等、関係機関と連携を図りなが

ら積極的に市町村等を支援する。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

市町村が実施する高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進するため、Ｋ

ＤＢシステムを活用して国民健康保険、後期高齢者医療制度を含めた市町村単位の健

診・医療・介護に関する情報提供等、一体的実施に必要なデータを適宜提供する。ま

た、事業の企画立案・評価に関しＫＤＢシステムを活用した研修会を県及び広域連合

等の関係機関と連携を図りつつ開催する。 

また、広域連合が市町村に委託して行う高齢者保健事業に対して、保健事業支援・

評価委員会による支援を実施する。 

 

  ※  「フレイル」とは、『フレイル診療ガイド2018年版』（日本老年医学会／国立

長寿医療研究センター、2018）によると、「『加齢に伴う予備能力低下のため、

ストレスに対する回復力が低下した状態』を表す“frailty”の日本語訳として

日本老年医学会が提唱した用語である。フレイルは、要介護状態に至る前段階と

して位置づけられるが、身体的脆弱性のみならず精神心理的脆弱性や社会的脆弱

性などの多面的な問題を抱えやすく、自立障害や死亡を含む健康障害を招きやす

いハイリスク状態を意味する。」と定義されている。 
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３－６－４ 保険者協議会における事業の充実・強化 

【現状と課題】 

保険者協議会は、住民の健康増進と医療費適正化について、保険者横断的に同じ意

識をもって共同で取り組んでいくため、特定健診等の実施や高齢者医療制度の運営等

において、関係者間の連絡調整、医療費の調査分析等を行っていく必要がある。 

 

【目  標】 

県、医療保険の各保険者及び医療関係者と連携を図り、住民の健康増進と医療費適

正化について、研究機関等の幅広い関係者と課題や認識を共有し、行政と民間が協力

しながら、住民に働きかける取組を実現する。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

共同事務局である県と連携を図りながら、委員である医療関係者と調整を行い、特

定健診等の実施率の高い保険者の取組事例の共有や各種広報等の充実・強化を図る。 

また、医療費適正化に関する保険者横断的な調査及び分析を実施し、保険者の保健

活動に活かせる事業を実施する。 

 

保険者協議会概要図 
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３－７ 介護・障害関係事業の充実・強化 

 ３－７－１ 既存業務の充実・強化、新規業務の実施 

【現状と課題】 

介護保険事業及び障害者総合支援事業は、３年に一度の報酬改定と制度改正の他、

国が進める行政のデジタル化や標準化、データヘルス改革の推進などに伴う制度改正

等に的確に対応しつつ、県及び保険者（市町村）と連携を図り、既存業務である審査

支払業務や各種共同処理業務等の充実・強化に取り組むとともに、県及び保険者（市

町村）業務の効率化等のために新規業務等へ積極的に対応していく必要がある。 

また、令和７年度に機器更改等が予定されている全国標準システムである介護保険

審査支払システムや障害者総合支援給付審査支払等システム、群馬県独自システムで

ある介護情報ネットワークシステムについて、県及び保険者（市町村）業務に支障を

生じさせないよう適切に機器更改作業等を実施していく必要がある。  

 

【目  標】 

（１） 制度改正等に的確に対応しつつ、既存業務の充実・強化を図る。  

（２） 県及び保険者（市町村）業務の効率化等のために新規業務等を実施する。  

（３） 令和７年度の機器更改作業を適切に実施する。  

 

【目標に向けた具体的な取組】 

（１）県及び保険者（市町村）のニーズを把握するための調査や検討の場を設けると

ともに、把握したニーズを踏まえ、標準システムに付随する機能のうち使用して

いない機能等を活用する。 

（２）国が進める施策等（介護情報基盤の整備、ケアプランデータ連携システムの運

用、原案作成委託料支払システムの運用等）について、新規業務として積極的に

対応する。 

（３）令和７年度の機器更改について、国保中央会からの情報収集等を確実に行うと

ともに、委託業者等と連携しながら機器更改作業を行う。【令和７年度終了】 

 

 

 ３－７－２ 介護給付適正化の充実・強化 

【現状と課題】 

高齢化が進み、介護給付費が増大している中、介護保険制度の円滑な運営を持続し

ていくため、保険者には介護給付費の適正化事業の効果的かつ効率的な実施が求めら

れている。このような中、第９期介護保険事業計画（令和６年度～８年度）の策定に

向け国から示された基本指針では、介護給付適正化主要５事業の見直しについても示

され、主要３事業への再編とともに実施内容の重点化・充実化が求められており、本

会の適正化事業のこれまで以上の活用や小規模保険者への支援等も求められている。  

 

【目  標】 

（１）保険者の効果的かつ効率的な介護給付適正化事業の実施を支援するため、本会

の適正化事業の充実・強化を図る。 

（２）県介護給付適正化計画に基づく保険者支援等を実施する。  
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【目標に向けた具体的な取組】 

（１）本会が保有する給付実績を基に介護給付適正化システムで作成した各種帳票の

特徴や活用方法（適正・不適正を判断するための視点）等について、説明会等に

おいて周知することにより、保険者の効果的な適正化事業を支援する。  

（２）ケアプラン点検に活用可能なモニタリングシステムの各種機能や活用方法等を

説明会等において周知することにより、保険者が適正化事業を効率的に実施でき

るよう支援する。 

（３）令和５年度に稼働した介護保険者等支援システムの適正化情報Ｗｅｂダウンロ

ード機能について、各種機能や活用方法等を周知し保険者が適正化事業を効率的

に実施できるよう支援する。また、保険者の台帳担当者向けに説明会又は勉強会

を開催し、実際にシステムを用いて各種機能の説明や活用方法等を提案する。  

 

 

３－７－３ 苦情処理業務における保険者等支援の充実 

【現状と課題】 

介護サービスの多様化により、利用者の介護サービスに対する要望・希望も増加傾

向にあり、それに伴い利用者からの苦情申立や苦情相談の内容も複雑化している。そ

のため、介護保険法に基づく苦情処理機関として、本会にて対応可能な苦情案件を確

実に処理することで保険者等支援を充実させる必要がある。 

 

【目  標】 

（１）本会にて対応可能な苦情案件について、確実に処理する。 

（２）苦情申立や苦情相談事例を分類し、傾向や本会での対応等について随時情報提

供することで、苦情処理業務における保険者等の支援を行う。  

（３）介護事業所等に対し、本会で取り扱った苦情申立や苦情相談事例等を周知する

ことで、介護サービスの質の向上に寄与することを目指す。  

 

【目標に向けた具体的な取組】 

（１）増加傾向にあり複雑化する苦情申立や苦情相談に関し、的確に対応できる人材

（苦情処理委員等）を必要数確保し、本会で対応できる苦情案件については確実

に処理することで保険者等支援に繋げる。 

（２）保険者等における苦情処理業務を支援するため、毎月の苦情相談に関する情報

提供の他、実際に本会で取り扱った苦情申立や苦情相談事例等をまとめた苦情処

理事例集を作成し、配布する。 

（３）介護保険だより等を活用し、本会で取り扱った苦情申立や苦情相談の分類や傾

向の周知を図るとともに、苦情処理研修会において、実際に本会苦情処理委員会

における具体的対応・助言等を周知し、専門家からの講演なども行うことで、介

護事業所等における介護サービスの質の向上に繋げる。 
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 ３－７－４ 障害者総合支援業務における返戻及び過誤処理の削減  

【現状と課題】 

障害福祉サービス費等の審査では、台帳情報の整備が滞ることにより、正しい請求

情報がエラー（返戻）となり、報酬の支払が行えなくなる場合があるため、県及び市

町村が円滑に台帳整備を行えるように働きかける必要がある。  

また、請求情報に不備等があることにより返戻又は過誤となることで、県及び市町

村における事務負担が増加するため、障害福祉サービス等提供事業所等が初回請求時

から正しい請求を行えるように働きかける必要がある。特に、報酬改定後は過誤が増

加する傾向にあるため、過誤を未然に防ぐためには報酬改定前の働きかけが重要とな

る。 

 

【目  標】 

（１）年間の平均返戻率（明細書）について、１％以下にする。 

（２）年間の過誤件数（明細書）について、平成３０年度～令和３年度平均を下回る

７,０００件以下にする。（令和４年度はベースアップ等支援加算に関する臨時の

報酬改定があり、突出して件数が多いため除外して算出） 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

（１）説明会や介護情報ネットワークシステム等を活用し、県及び市町村への台帳整

備に関する情報提供を充実させる。 

（２）電子請求受付システムのお知らせ機能や本会のホームページ等を活用し、障害

福祉サービス等提供事業所への請求に関する情報提供を充実させる。  

（３）請求情報のエラーの発生状況を確認し、返戻が決定する前にエラーが解消でき

るように関係機関に働きかける。 

（４）関係機関からの問合せ窓口となってエラー等の問題の解決に向けた支援をする  

ために、多角的な視点から幅広い知識の習得に努める。  
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平均返戻率推移 

※返戻率は、障害者総合支援関係各種定例報告（国保中央会）の集計結果を基に算出。 

 

 

 

過誤件数推移 

 

     

※過誤件数は、障害者総合支援給付審査支払等システムで月毎に検索した結果を基に年度ごとに 

集計し算出。 
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平均 7,533 

R 元～R3 の平均(R4､R5 は突出して多いため除外) 

13,435 

7,926 8,326 
6,348 

14,387 
16,148 

8,121 
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３－７－５ 市町村等支援システムの活用促進 

【現状と課題】 

市町村等が障害者総合支援業務における台帳整備時のエラー及び一次審査による警

告やエラーへの対応を円滑に実施できるようにするため、令和２年９月より「市町村

等支援システム」（以下「支援システム」という。）が公開され、順次機能拡充が進め

られている。 

支援システムが活用されることで、市町村等は業務の効率化が期待でき、本会でも

処理手順が削減できるといった利点があるが、まだ活用できていない市町村等がある

ので、全ての市町村等に活用されるように働きかける必要がある。  

 

【目  標】 

県内の全ての市町村等において支援システムが活用され、市町村等の業務効率化と

本会業務の効率化を図る。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

①  市町村等において担当者の異動があっても対応できるように、年１回以上、支

援システムの基礎的な内容を説明し、活用を促す機会を設ける。  

②  機能拡充が行われた際は、単に機能について説明するだけではなく、市町村等

に当該機能を活用してみたいと思ってもらえるよう、説明会での説明方法等の工

夫やアンケート結果を踏まえた改善等を行う。  

③  定期的に、支援システムの活用状況の調査や活用していない理由等の調査を行

い、活用する市町村等が増えるような取組を検討・実施する。  

④  支援システムの活用を前提に、本会の業務処理手順や業務処理方法等を見直し、

必要な改善を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 29 - 

 

第４ 人員計画及び財政計画 

４－１ 策定の目的 

本会が将来にわたり事業を継続し安定した運営を行うため、人員計画及び財政計画を策

定する。 

人員計画については、保険者サービスの低下を招かぬよう、事業の継続性や人材育成等

を考慮し、適正な職員配置及び計画的な採用を行うために策定する。 

財政計画については、第３で示した各事業を実施するに当たり、中期的な財政収支の見

通しを立て、財政運営の健全性を確保するために策定する。 

 

 

４－２ 人員計画 

常勤する職員定員を管理するための計画である職員定員管理計画を本会における人員計

画として、次のとおり策定する。 

 

【現状と課題】 

令和５年度からの定年引上げにより、令和１４年度まで定年退職者が２年に一度しか

生じない中、事業の継続性や人材育成等を考慮し、計画的かつ継続的な新規採用が必要

とされる。 

また、本会の業務量等を勘案しながら、本会を取り巻く社会情勢の変化による新規事

業受託も可能となるよう、保険者サービスの向上を念頭においた人員計画の実施が必要

である。 

 

【目  標】 

本会事業の適切な運営や適正な職員配置による人件費抑制等のコスト削減に努め、職

員定員数１１５名を維持する。 

 

 

人員計画 
       

 

※ 職員定員数としては、常勤する職員（嘱託職員を除く）を対象とし、各年度の 

４月１日時点の人数。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

社会情勢の変化に応じた新規事業の受託も積極的に検討しながら、退職者の状況など

を勘案した上で、継続的な採用に努める。 

 

 

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

職員定員数 １１５人 １１５人 １１５人 １１５人 １１５人 
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４－３  財政計画 

４－３－１ 国保被保険者数及び診療報酬審査支払手数料の推移 

本県における国保被保険者数は、人口の減少や後期高齢者医療制度への移行等の影響

により年々減少している状況となっている。令和６年度には４０万人を割り、令和９年

度には３５万人を下回ると予想される。 

さらに、被用者保険の適用拡大が加速した場合、上記推計を上回る勢いで、国保被保

険者数は減少する可能性がある。 

国保被保険者数の減少は、本会の負担金及び国保診療報酬審査支払手数料の歳入減少

に繋がるため、今後も懸念される状況である。 

 

 

※被保険者数・・・令和７年度までは各年度４月１日の実績数値。 

令和８年度以降は令和６年度から７年度の伸び率から算出。 

※手数料・・・・・令和６年度までは実績数値。 

令和７、８年度は予算額。 

令和９年度以降は令和６年度から７年度の伸び率を基準にした見込額。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

令和

5年度

令和

6年度

令和

7年度

令和

8年度

令和

9年度

令和

10年度

被保険者数（人） 459,413 450,312 433,893 409,397 392,360 374,267 357,008 340,546 324,842

手数料（千円） 373,136 388,170 396,075 415,218 398,255 383,732 369,738 356,255 343,263
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群馬県における国保被保険者数及び

診療報酬審査支払手数料の推移被保険者数（人） 手数料（千円）
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４－３－２ 国保中央会への各種負担金支払の推移 

現在、本会で使用している国保総合システム等の各種システムについては、全国標準

システムとして、国保中央会が開発したシステムを運用している。 

このシステム開発に係る経費は、各種負担金として国保中央会に支払っているが、政

府のクラウド・バイ・デフォルトの施策に基づく、クラウド化、世界的な半導体不足や

物価上昇に伴う機器更改コストの上昇により、各種負担金の支払額は令和３年度から令

和５年度にかけて急激に上昇し、その後高止まりしている。  

各種負担金支払等の原資とするため、令和元年度にＩＣＴ等を活用した審査支払業務

等の高度化・効率化のための積立資産（以下「ＩＣＴ積立金」という。）が創設されたも

のの、財源不足等により令和３年度まで積立てを行うことができなかったが、令和４年

度から積立てを開始した。 

今後、ＩＣＴ積立金の積立てに係る原資は、クラウド化に伴い不要となる減価償却引

当資産等も充てる予定である。 

 

※令和６年度までは実績数値。令和７、８年度は予算額。令和９年度は国保中央会から示された額。 

 

引き続き、国保中央会に対し、各種負担金の抑制を要望するとともに、政府施策に基づ

くシステム開発などについては、必要な財源の国庫補助を措置できるよう、国庫補助獲得

のための要請を行うなど、計画的に財政安定化を図る必要がある。  
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４年度

令和

５年度

令和

６年度

令和

７年度
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８年度

令和

９年度

負担金額 156,710 166,109 351,313 444,952 418,323 396,569 424,693 477,626
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国保中央会各種負担金額の推移
（千円）
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４－３－３ 機器更改・開発スケジュール 

令和６年度から令和９年度にかけて、全国標準システム及び本会独自システムの機器

更改及びシステム開発のスケジュールは以下のとおり。 

 

分類 システム名称等 対応等

：クラウド環境のシステム
：現行システム（オンプレミス環境）
：機器更改後のシステム（オンプレミス環境）

機器更改・開発スケジュール

③国保保険者ネットワークシステム
（令和５年度機器更改済み）

令和９年度令和６年度 令和７年度 令和８年度

国保情報集約システム
（令和５年度クラウド対応済み）

審査機能共同利用
（令和13年度以降本稼働予定）

システム構成最適化

保険者共同処理系の
機能最適化（保サ系）

国保総合システム
（令和５年度クラウド対応済み）

レセプトオンライン請求システム
（令和２年度クラウド対応済み）

国保データベース（ＫＤＢ）システム

受付領域の共同利用対応

後期高齢者医療請求支払システム
（令和７年度クラウド対応済み）

クラウド対応

特定健診等データ管理システム
（令和７年度クラウド対応済み）

クラウド対応

クラウド対応

クラウド対応介護保険・障害者総合支援システム
（令和７年度クラウド対応済み）

予診情報・予防接種記録管理/請求支払
システム

新規導入

クラウド対応

⑨財務会計システム
　※仮想化により⑧、⑨、⑩は同一機器に搭載（令和7年度～）

⑧庁内系システム（庁内情報）
　※仮想化により⑧、⑨、⑩は同一機器に搭載（令和7年度～）

⑦庁内系システム（文書管理、インターネット）

⑥電子帳票システム

⑤福祉医療費電子請求システム

④国保総合外付けシステム（支援2018システム）
（令和５年度機器更改済み）

②介護情報ネットワークシステム
　※仮想化により①及び②は同一機器に搭載（令和7年度～）

①国保情報ネットワークシステム
　※仮想化により①及び②は同一機器に搭載（令和7年度～）

全
国
標
準
シ
ス
テ
ム

本
会
独
自
シ
ス
テ
ム

⑭ＯＣＲシステム

各種業務端末の機器更改

⑫月報作成支援システム

セキュリティ等管理システム
（令和７年度機器更改）

機器更改

⑬入退室管理システム

⑪第三者行為求償事務システム

⑩人事給与システム
　※仮想化により⑧、⑨、⑩は同一機器に搭載（令和7年度～）

★本稼働

★本稼働

★本稼働

★本稼働

★本稼働

★本稼働

★本稼働

★本稼働

★本稼働

★本稼働
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４－３－４ 勘定別歳入歳出状況の見通し 

全ての勘定において、前年度繰越金を歳入予算として計上することで収支均衡を図っ

ている。なお、繰越金は、過年度の実績を基に計上したものとなっている。 

令和５年度末時点では、令和７年度までは収支均衡が図れる想定ではあるが、国保総

合システムを始めとした全国標準システムのクラウド化に伴う国保中央会負担金の増額

に伴い、令和５年度から一部手数料の引上げを行ったが、令和８年度から歳入不足にな

るため、歳出において経費節減するとともに、引き続き必要額に見合う歳入を確保する

必要があると試算。 

令和６年度末時点では、各勘定とも令和８年度までは収支均衡が図れる想定ではある

が、国が推進する地単公費の現物給付化に伴い県単福祉の併用請求化により福祉業務勘

定では令和９年度から歳入不足になる見込みであり、歳出において経費節減するととも

に、引き続き必要額に見合う歳入を確保する必要があると試算。 

令和７年度末時点の試算では、各勘定とも令和９年度までは収支均衡が図れる想定で

はあるが、国が推進する地単公費の現物給付化に伴い県単福祉の併用請求化により福祉

業務勘定では令和９年度から歳入不足になる見込みであり、歳出において経費節減する

とともに、新規事業の実施や既存業務の委託拡大に向けた取組を行いつつ、引き続き必

要額に見合う歳入を確保するため、令和９年度から審査支払手数料を１件当たり２０円

引上げさせていただく予定である。 

次頁以降に、令和６年度から令和９年度までの勘定別歳入歳出状況の見通しを示すこ

ととする。 

 

※ 令和７、８年度は予算額、令和９年度は令和７年度予算額をベースに歳入歳出状況

を試算したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 34 - 

 

１ 一般会計 

 

 
・被保険者の減少により負担金が減少するが、特別会計からの繰入増により収支均衡が   

保てる見通し。 

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

負担金 62,823 61,259 58,403 55,294

繰入金 255,788 229,728 212,801 211,543

繰越金 22,223 19,082 16,744 7,501

その他 7,758 10,337 18,027 18,027

合計 348,592 320,406 305,975 292,365
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一般会計歳入見通し
（千円）

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

人件費 92,179 96,320 100,183 104,218

委託費 33,923 19,531 11,259 11,259

積立金 25,496 26,361 23,900 8,476

中央会負担金 22,410 9,462 9,311 9,249

その他 174,584 168,732 161,322 159,163

合計 348,592 320,406 305,975 292,365
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一般会計歳出見通し
（千円）
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２ 国保業務勘定 

 

 

・取扱件数の減少により手数料収入は減少するが、積立金の繰入増により収支均衡が保    

てる見通し。 

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

手数料 745,068 714,343 681,973 646,228

繰入金 261,045 332,161 264,902 158,985

繰越金 31,671 24,882 16,000 16,000

その他 105,844 114,872 141,682 148,274

合計 1,143,628 1,186,258 1,104,557 969,487
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国保業務勘定歳入見通し（千円）

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

人件費 262,816 267,236 277,973 291,643

委託費 228,384 221,152 229,446 229,446

中央会負担金 92,934 102,771 95,879 111,143

積立金 257,486 281,083 223,201 67,607

その他 302,008 314,016 278,058 269,648

合計 1,143,628 1,186,258 1,104,557 969,487
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国保業務勘定歳出見通し（千円）
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３ 後期業務勘定 

 

 

・取扱件数の伸びにより、令和９年度まで歳出超過にならない見込み。  

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

手数料 887,740 917,886 938,972 950,333

繰入金 258,549 326,407 333,768 228,768

繰越金 14,449 14,064 12,000 12,000

その他 2,021 2,238 9,181 9,181

合計 1,162,759 1,260,595 1,293,921 1,200,282
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後期業務勘定歳入見通し（千円）

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

人件費 295,709 327,699 351,205 418,201

委託費 191,632 216,831 215,351 215,351

中央会負担金 180,911 156,458 206,688 244,495

積立金 217,078 235,748 246,709 33,499

その他 277,429 323,859 273,968 288,736

合計 1,162,759 1,260,595 1,293,921 1,200,282
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後期業務勘定歳出見通し
（千円）
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４ 健診業務勘定 

 

 

・取扱件数は縮小するものの、令和９年度まで歳出超過にならない見込み。 

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

手数料 70,319 72,972 72,084 70,374

繰入金 40,213 20,307 15,853 16,256

繰越金 20,846 20,226 6,000 6,000

その他 151 99 145 145

合計 131,529 113,604 94,082 92,775
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健診業務勘定歳入見通し
（千円）

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

人件費 36,600 23,544 25,026 26,279

委託費 18,472 22,512 9,460 9,460

中央会負担金 35,203 24,770 16,154 16,154

積立金 20,099 18,810 23,658 21,118

その他 21,155 23,968 19,784 19,764

合計 131,529 113,604 94,082 92,775
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健診業務勘定歳出見通し
（千円）
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５ 介護業務勘定 

 

 
・取扱件数の伸びにより、令和９年度まで、歳出超過とならない見込み。 

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

手数料 221,399 229,854 239,990 246,862

繰入金 76,841 48,642 45,133 64,267

繰越金 13,180 20,005 20,000 20,000

その他 9,010 9,182 17,771 17,771

合計 320,430 307,683 322,894 348,900
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介護業務勘定歳入見通し
（千円）

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

人件費 82,250 91,883 95,677 100,210

委託費 43,325 43,578 38,458 33,925

中央会負担金 62,279 66,195 58,175 58,182

積立金 52,592 53,096 73,785 99,954

その他 79,984 52,931 56,799 56,629

合計 320,430 307,683 322,894 348,900
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６ 障害業務勘定 

 

 

・件数の伸びにより、令和９年度まで歳出超過にならない見込み。 

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

手数料 65,566 69,294 74,642 77,180

繰入金 8,577 14,910 17,834 29,218

繰越金 3,295 3,587 5,000 5,000

その他 731 697 2,673 2,673

合計 78,169 88,488 100,149 114,071
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障害業務勘定歳入見通し（千円）

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

人件費 15,734 14,092 14,734 15,472

委託費 10,701 9,019 7,804 7,804

中央会負担金 22,400 23,933 25,834 25,834

積立金 11,598 19,982 31,939 46,416

その他 17,736 21,462 19,838 18,545

合計 78,169 88,488 100,149 114,071
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障害業務勘定歳出見通し
（千円）
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７ 福祉業務勘定 

 

 

・令和８年度以降、併用請求化（連記式廃止）により歳入が減少するが、令和９年度か

ら手数料を引上げるため、歳出超過にならない見込み。 

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

手数料 312,962 306,961 134,797 153,867

繰入金 61,145 190,044 205,584 116,850

繰越金 14,755 11,221 22,401 22,401

その他 548 600 867 867

合計 389,410 508,826 363,649 293,985
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福祉業務勘定歳入見通し（千円）

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

人件費 78,486 93,545 99,071 52,001

委託費 120,336 145,628 79,135 79,135

積立金 120,802 190,427 137,165 126,601

その他 69,786 79,226 48,278 36,248

合計 389,410 508,826 363,649 293,985
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福祉業務勘定歳出見通し
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４－３－５ 負担金・手数料単価の見通し 

勘定別歳入歳出状況の見通しにより、各単価については、国保被保険者数の減少及び

国保中央会負担金の増額に伴い、令和９年度以降、国保業務勘定及び健診業務勘定等で

歳入不足となるため、各手数料について見直す必要がある。 

特に国保診療報酬審査支払手数料については、システム開発に伴う国保中央会負担金

が顕著に増大している状況のため、国保診療報酬審査支払手数料とは別に負担増を賄う

新たな収入源を確保するなど、新たな財源を考慮する必要もある。 

また、介護保険給付費及び総合事業費審査支払手数料においては、国保中央会負担金

の増額及び介護サービス苦情処理業務補助金の減額により令和６年度から必要額に見合

う単価とした。 

令和６年度末時点では、福祉業務勘定を除き令和８年度までは収支均衡が図れる見込

みのため、各手数料単価については同額と出来る見込み。ただし、福祉医療費審査支払

手数料については、国における地単公費の現物給付化の推進により令和８年度から併用

請求化され、大幅な減収となる見込みであることから手数料単価を見直す必要があると

試算。 

令和７年度末時点での試算では、令和９年度までは収支均衡が図れる見込みのため、

各手数料単価については同額と出来る見込み。ただし、福祉医療費審査支払手数料につ

いては、国における地単公費の現物給付化の推進により令和８年度から併用請求化され、

大幅な減収となる見込みであることから手数料単価を見直す。 
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４－３－６ 積立金状況の見通し（運営資金積立金を除く） 

勘定別歳入歳出状況の見通しにより、令和９年度までの各種積立金の積立状況の見通

しは以下のとおり。なお、運営資金積立金については、利息を一般会計に繰入れるた

め、積立金額に変更がないので省略する。 

 

・財政調整基金積立資産 

事業運営上の不測の事態による収入減を補填し、財政の安定を図るための積立金であ 

り、手数料収入の１０％を上限（必要額）とするもの。各年度、手数料収入の５～６％

程度の積立額となる見通しのため、事業運営上の不測の事態への対応が懸念される状況。 

なお、令和６年度税制改正により積立上限が撤廃されたため、本会の積立計画※では、

令和７年度以降は年間手数料収入の２か月分を目安、３か月分を上限に変更。  

 

・退職給付引当資産 

退職金の支払準備のための積立金であり、各年度における積立額は翌年度以降５年以

内の退職者への退職金要支給額の５分の１相当額を上限（必要額）とするもの。 

なお、令和６年度税制改正により積立上限が撤廃されたため、本会の積立計画※では、

令和７年度以降の各年度における積立額は令和６年度末時点での全職員退職金額の５分

の１を上限とし、令和１０年度に令和６年度末の全職員退職金相当額を確保することに

変更。 

 

・減価償却引当資産 

将来の固定資産の更改に要する費用に充てるための積立金であり、定額法又は定率法

（本会は定額法を採用）により算出した減価償却費相当額を上限（必要額）とするもの。 

 

財政調整基金積立

資産
退職給付引当資産 減価償却引当資産

電算処理システム

導入作業経費積立

資産

ＩＣＴ積立金

令和6年度末 153,334 558,386 566,455 31,523 786,202

令和7年度末 410,763 605,189 502,316 18,576 566,924

令和8年度末 411,318 658,584 484,448 36,892 190,287

令和9年度末 175,816 678,148 488,368 26,793 172,207
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・電算処理システム導入作業経費積立資産 

次回の電算処理システムの更改に伴う導入作業経費に充てるための積立金であり、現

行の電算処理システムに要した導入作業経費相当額を上限（必要額）とするもの。 

一部の勘定を除いて毎年必要額を積み立てることが可能である見通し。 

 

・ＩＣＴ積立金 

  ＩＣＴやＡＩを活用したコンピュータチェックの導入等による審査支払業務等の更 

なる高度化・効率化の取組に充てるための積立資産であり、手数料収入の３０％を上限

（必要額）とするもの。 

なお、令和６年度税制改正により積立上限が撤廃されたため、本会の積立計画※では、

令和７年度以降は年間手数料収入の３０％分を目安、５０％分を上限に変更。 

 

・運営資金積立金 

財政の健全性を確保し、事業の円滑な運営を図るための積立金。 

 

※ 令和６年１０月３日付け保発１００３第８号に基づき、令和６年１２月２６日付け群

国保連第３０２号で厚生労働大臣に提出した証明申請書に付随する積立計画。今回の申

請期間は令和６年度から令和１０年度までとなり、以降、５年ごとに提出することに。 
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第５ 組織運営の健全化 

５－１ 人材育成 

【現状と課題】 

令和３年に示された審査領域の共同開発・共同利用の方針に加え、「医療ＤＸ令和ビジ

ョン２０３０」提言やそれに伴う「診療報酬改定ＤＸ」に代表される施策等の構想を踏

まえると、保健・医療・介護の現場及び保険者といった本会を取り巻く環境においては

今後の急速なデジタル化が進むことが予想される。 

ＤＸによって再構築される社会基盤の中で、地方自治体の医療・保健・介護・福祉分

野に対し総合的・専門的支援機関としての存在感を示していくために、ＩＣＴ活用能力

や効率化により高度化する審査支払業務能力、医療データの分析・利活用能力を高め、

保険者のニーズに機敏に反応する主体性を養っていく必要がある。 

 

【目  標】 

ＩＣＴを使いこなす能力やデータの分析・利活用能力を高め、社会情勢や保険者ニー

ズに応える能力を主体的に獲得していける人材を育成する。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

引き続き各階層別に求められる基本的なマネジメント能力・職務遂行能力を養う研修

及びＩＣＴ・データ分析に関する研修を実施する。更に、職員が選択的に技能や知識の

習得・自己を研鑽する機会を提供し、支援する研修を実施する。 
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５－２  運営コストの見直し 

５－２－１ システム運用業務の内製化促進 

【現状と課題】 

現在は、国保総合システム及び外付けシステムの一部のシステム運用業務を内製化

により実施しており、内製化しているシステム運用業務は、処理手順等が確立され、

安定的に運用出来ている。 

そこで、令和８年４月に予定されている後期高齢者医療請求支払システム更改に合

わせて、当該システム運用業務の内製化も検討する必要がある。 

 

【目  標】 

（１）次期後期高齢者医療請求支払システムの運用について、一部内製化し、委託料

の削減を図る。 

（２）その他のシステム運用についても、内製化することにより、コスト削減や業務

効率化に繋げる。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

（１）次期後期高齢者医療請求支払システム運用業務の内製化  

内製化するために、現行の後期高齢者医療請求支払システムから運用の理解を

深め、次期後期高齢者医療請求支払システムの運用テスト等から積極的に関わり、

標準化・効率化されたシステム運用を構築する。  

また、システム運用を経験した職員から未経験の職員に対して知識の伝達を行

い、職員全体のシステム運用業務に関するスキルアップを図る。  

（２）その他システム運用業務の内製化 

その他のシステム運用の内製化については、削減されるコストや内製化業務に

必要な人員等を精査し、内製化か業者委託かを判断する。  

内製化する場合は、業者委託から切り替えるタイミングについても十分に検討

した上で実施する。 
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 ５－２－２ その他運営コストの見直し 

【現状と課題】 

毎年度の予算編成において、すべての事業について必要性や費用対効果を検証し、

ゼロベースの視点に立った見直しを行っている。 

その際には、限られた財源で最大の効果を発揮するために、必要性が低くなってい

る事業や内容が重複・類似する事業、費用対効果が低い事業などについては、積極的

な廃止・縮小を図っている。また、予算執行時においても価格交渉をし、できる限り

の経費削減を図っている。 

本会としては、引き続き効果的かつ効率的な観点からコストを見直すことで、保険

者サービスの質を維持・向上し、最大の効果を上げることが求められている。 

さらに、保険者の財政状況を鑑み、本会における財政見通しを保険者に提示するこ

とが求められている。 

 

【目  標】 

（１）コストの見直しをすることで、新規事業及び既存事業の拡充を図り、保険者サ

ービスを充実させる。 

特に、システム面において、可能な限り標準システムでの運用を可能とするよ

う職員の能力の向上を図るとともに、独自システムは必要最低限のものに抑える

ことでの管理コスト削減を図る。 

（２）本会における財政見通しを試算し、適正な負担金及び審査支払手数料等につい

て透明性を高める。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

（１）運営コストの見直し 

① 各種歳出の見直し 

各種歳出について、効果的かつ効率的な観点から見直しを行い、適正な規模

とするとともに、歳出の大きな割合を占める委託費についても、継続的にコス

トの見直しを行う。 

② 独自システム及びツールの削減 

独自システム及びツールでの対応を、可能な限り標準システムで対応すると

もに、国保中央会に対し、標準システムの利便性の向上を継続的に要望してい

く。 

③ 職員の能力の向上による質の確保 

各職員が制度に関する知識はもちろんのこと、ＩＣＴに関する知識を向上さ

せることにより、標準システムの不足を補い提供サービスの質を確保する。 

（２）適正な負担金及び審査支払手数料等の算定 

毎年度の予算編成時において、中長期的な財政見通しを試算し、適正な負担金

及び審査支払手数料等を必要に応じて保険者に提示することとする。 
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５－３ 情報セキュリティの維持・改善 

【現状と課題】 

本会では、診療報酬、介護給付費等の審査支払、保健事業及び各種共同事業等を実施

しており、これらの業務では、個人情報を中心とする極めて重要な情報資産を数多く取

り扱っていることから、情報セキュリティの対策として情報セキュリティマネジメント

システム（ＩＳＭＳ）を構築し、国際規格であるＩＳＯ２７００１の認証を平成２２年

１月に取得している。この認証を継続するため、認証機関によるサーベイランス審査及

び３年に一度の再認証審査を受けている。 

また、令和５年に行われたＩＳＯ２７００１の規格改訂によって、クラウド化やプラ

イバシー保護等に対応するための管理策が追加され、各種標準システムにおいても更改

によりクラウド化されること等を踏まえ、状況の変化に適切に対応するためにセキュリ

ティリスク対応策の見直しを行い、令和６年度から新規格での運用を開始した。 

今後もより一層のセキュリティ強化を図り、保険者及び関係機関から信頼される事業

運営を行うため、引き続きＩＳＯ２７００１の認証を継続し、情報セキュリティ基本方

針に基づき実施する情報セキュリティの対策等をＰＤＣＡサイクルにより維持及び改善

していく必要がある。 

 

【目  標】 

情報セキュリティの維持及び改善を行う。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

情報セキュリティの対策として取得しているＩＳＯ２７００１の認証を継続し、ＩＳ

ＭＳの確立（Ｐ）、ＩＳＭＳの導入及び運用（Ｄ）、ＩＳＭＳの監視及び見直し（Ｃ）、Ｉ

ＳＭＳの維持及び改善（Ａ）を繰り返すことにより、情報セキュリティの維持及び改善

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＳＭＳにおけるＰＤＣＡサイクル 

ＩＳＭＳの確立 

ＩＳＭＳの導入及び運用 

ＩＳＭＳの監視及び見直し 

ＩＳＭＳの維持及び改善 

Do 
（実行） 

構築、維持、 

及び 

改善サイクル 

Action 
（改善） 

Plan 
（計画） 

Check 
（評価） 

・ＩＳＯ年間スケジュールの策定（4 月） 

・内部監査の実施及び評価（8～11 月） 

・サーベイランス審査及び再認証審査の 

実施（12 月） 

・マネジメントレビューの実施（12、1 月） 

・内部監査後の是正処置の実施 

（11 月） 

・審査後の指摘事項に対する 

見直し、改善（1～3 月） 

・ＩＳＭＳ勉強会の実施（6 月） 

・リスクアセスメントの実施 

（5～7 月） 
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５－４ 社会情勢の変化への対応 

【現状と課題】 

（１）本会では、今後、定期の予防接種等の費用に係る請求支払業務が国から業務委託

される予定もあるなど、今後も、国や県等の施策に適切に対応する必要がある。 

（２）近年、大規模災害が全国的に多く発生しているが、被災した状況下においても診

療報酬等の審査支払業務を遅滞なく円滑に行う必要がある。 

（３）国では労働基準法等が改正され「働き方改革」が推進されている。また、法定雇

用率に応じた障害者雇用者数を確保するため、障害者雇用率制度に対応する必要が

ある。 

（４）職員の定年に関して、令和５年度より２年に１歳ずつ段階的な引き上げを実施し

ているところであるが、管理職勤務上限年齢制（役職定年制）に伴う降任や、定年

前再任用短時間勤務職員等の任用について適切に対応する必要がある。 

 

【目  標】 

（１）国、県等の施策に対して適切に対応する。  

（２）「群馬県国民健康保険団体連合会業務継続計画」（以下「業務継続計画」という。）

を適切に運用する。 

（３）改正後の労働基準法に対応する。 

（４）職員の６０歳以降の働き方について適切に対応する。 

 

【目標に向けた具体的な取組】 

（１）国、県等の施策に関する情報収集を行い、業務内容の把握、財源や人員の確保等、

組織体制を検討した上で、業務を実施する。  

（２）業務継続計画については引き続き運用を進め、災害時等に対応するため、業務継

続計画の見直しを随時行う。 

また、災害等が発生して業務継続ができない場合は、「国民健康保険団体連合会等

の災害時広域支援計画」に基づき、他都道府県の国保連合会、国保中央会と連携し、

診療報酬等の審査支払業務を遅滞なく円滑に行う。 

（３）今後も「働き方改革」に伴う新たな労働基準法が適用された場合、対応すべきも

のは迅速に規程等の改正を行うとともに労働環境を整備する。 

また、法定雇用率に応じた障害者雇用者数の確保を継続する。 

 （４）６０歳以降の職員の働き方に係る動向を見通した上で、６０歳以上の職員一人ひ

とりの意向や健康状態にも配慮し、知識や経験、能力等個々の特性を最大限活かせ

るような業務内容とする。 
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第６ 計画の推進 

６－１ 推進体制 

本計画に掲げられた施策を着実に実行するため、年１回、常務理事、事務局長、課長及

び室長を構成員とした中期経営計画推進会議を開催し、計画の進捗状況の管理と事後評価

を行う。また、所属を横断する施策については、関係課で連携・調整を図り、整合的な実

行を確保する。 

 

６－２ 計画の評価と修正・見直し 

中期経営計画推進会議は、年度毎に計画の成果を評価し、その結果を反映させるため、

ＰＤＣＡサイクルをまわして計画の修正（必要なものは直ちに足し、不必要となったもの

は直ちにやめる等）を行い、計画目標の確実な達成に向けた取組を的確なものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の策定と修正 

Plan（計画） 

 

計画に基づく実行 

Do（実行） 

 

推進会議による 

進捗管理・評価 

Check（評価） 

 

評価結果の反映と

計画の見直し 

Action（改善） 

中期経営計画におけるＰＤＣＡサイクル 

計画目標の確実な 
達成に向けた取組 
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第５次中期経営計画の制定／改訂一覧 

 

版数 制定／改訂年月日 内容 承認者 備考 

初 版 令和６年４月１日 制定 理事長  

第２版 令和７年３月２６日 中期経営計画推進会議にお

ける決定内容に基づき、財政

計画を含めた令和６年度の

状況を踏まえた見直し、文言

及び掲載グラフの見直しを

実施。 

理事長  

第３版 令和８年３月２６日 中期経営計画推進会議にお

ける決定内容に基づき、財政

計画を含めた令和７年度の

状況を踏まえた見直し、文言

及び掲載グラフの見直しを

実施。 

理事長  

     

 


